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〔開会の宣告〕  

遠藤洋路 教育長 令和２年７月定例教育委員会会議を開会いたします。 

〔会議の成立〕  

遠藤洋路 教育長 本日は、私の他５人の委員が出席しておりますので、この会議

は成立しております。 

会議録署名人は、泉委員と苫野委員とします。 

 

〔公開の審議〕  

遠藤洋路 教育長 本日は、招集通知後に追加で協議をお願いしたい案件が発生し

たため案件を追加しております。 

当該案件は、議第６０号 熊本市体罰等審議会委員の委嘱につ

いて、報告（４）オンライン授業事後アンケートについて及び報

告（５）児童生徒の現況等の報告についてです。 

また、本日の議事のうち、議第５６号 令和元年度熊本市各会

計決算について、議第５７号 熊本市立図書館設置条例の一部改

正について及び議第５９号 くまもと森都心プラザ条例の一部を

改正する条例案に対する意見については、「教育予算その他議会の

議決を経るべき議案についての意見の申出に関する案件」に該当

することから、会議規則第１３条の非公開事由に該当し、非公開

の審議が適当と思いますがいかがでしょうか。 

 

議第５６号、議第５７号及び議第５９号につきまして、非公開

に賛成の委員は、挙手をお願いします。 

 

  

 （全員挙手） 

  

遠藤洋路 教育長 全員賛成により、議第５６号、議第５７号及び議第５９号につ

いては、非公開とします。 

 

日程第１ 前回会議録等承認 

遠藤洋路 教育長 

 

６月１５日開催の令和２年第６回臨時教育委員会会議録、６月

２５日開催の令和２年６月定例教育委員会会議録を各委員のお手

元に配布しております。この会議録を承認することに、ご異議は

ありませんか。 

 

（異議なしの声） 
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異議なしと認め、前回会議録等を承認することに決定します。 

 

日程第２ 事務局報告  

（１）事業・行事等報告について 

○ 前回定例会議（Ｒ２．６．２５）以降の事業・行事報告 

○ 今後の予定  

  

 日程第３ 議事 

・議第５４号 熊本市教育振興基本計画（令和２～５年度）の策定について 

 

《福島慎一 教育政策課長 提出理由説明》 

 

遠藤洋路 教育長  これは総合教育会議でも中身はもう議論していますので、そ

こから変わった点は資料に示してあるということです。 

 １つ、私から言っていいですか。いつも今さらここで言うか

みたいな話もあるんですけれども。このタイトルが熊本市教育

振興基本計画（令和２～５年度）という、何か第２期とかにし

なくてもいいんですか。 

 

福島慎一 教育政策課長  確かにそれはあっていいかと思います。第２期を入れたいと

思います。 

 

遠藤洋路 教育長  教育大綱は私たちがつくるんじゃなくて市長がつくるんです

けど、教育大綱の名前は第２期とかにはならないんですかね。 

熊本市教育大綱（令和２～５年度）というふうになるんですか。 

 

福島慎一 教育政策課長  はい、２期とは今まだ明示してないです。 

 

遠藤洋路 教育長  年度も書いてないじゃない、これ見ると。 

 

福島慎一 教育政策課長  そこは再度確認します。 

 

遠藤洋路 教育長  一応改定したというのは分かった方がいいですよね。じゃあ、

第２期でいい、振興基本計画としますか。 
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福島慎一 教育政策課長  はい。 

 

遠藤洋路 教育長  はい、分かりました。あと、教育大綱と違うのは、５ページ目

の基本理念というのが、この概念図は教育振興基本計画だけに

ついてるんですよね。 

 

福島慎一 教育政策課長  はい、教育振興基本計画のみに。これは各学校とか教育委員

会の事務局に掲示するように作成をしております。 

 

遠藤洋路 教育長  それから、本文、中身よりもこの図が全部の学校に、よく校

長室とか職員室とかに、教育長室にも貼ってあるんですけど、

これが一番見られる図になります。ですから、これについてち

ょっと一応ご意見が事前にあれば今のうちに言っておいた方が

いいと思いますけど。基本理念の「豊かな人生とよりよい社会

を創造するために、自ら考え主体的に行動できる人を育む」。基

本理念は教育大綱の本文にも出ていますので、一応それを要約

したのがこれになるわけですけれども。これまでは「徳・知・体

の調和のとれた教育の推進」というのがキャッチフレーズ。こ

れは私の思いでもあるんですけど、バランスのよい、同じよう

な人間を大量生産するんじゃなくて、自分で考えて行動できる

人間をつくりたいということであえてこの基本理念のところは

徳・知・体とか調和とかそういうのは書かないで、自ら考え主

体的に行動できるというふうに、そこを強調しているわけです

ので、いや、そうじゃないだろうという意見があればもちろん

今おっしゃっていただいてもいいんですけれど。これでよけれ

ばこれでいきたいなと思います。特段ご意見ありませんか。 

 では、ご意見が他になければ、採決を行います。 

 この議第５４号のタイトルですね、第２期熊本市教育振興基

本計画としたうえで、その他の部分は原案どおりご承認いただ

くことにご異議ありませんでしょうか。 

 

 （異議なしの声） 

 

遠藤洋路 教育長  ご異議なしと認めます。議第５４号 熊本教育振興基本計（令

和２～５年度）の策定については、タイトルは第２期とした上

で、原案のとおり決定いたします。 
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〔採決〕  【原案どおり承認された】 

 

・議第５５号 令和２年度（２０２０年度）熊本市教育委員会事務事業点検評価報告書《令 

       和元年度（２０１９年度）事業分》について 

 

《福島慎一 教育政策課長 提出理由説明》 

 

西山忠男 委員  不登校に関連して、夜間中学に関するコメントがありました

けれども、実際私たちが視察した夜間中学は不登校の生徒の受

皿ではなくて、外国人の受皿になっていました。ですから、ち

ょっと不登校の生徒を夜間中学でというのは実態とは言えない

んですけど。ご指摘のように、不登校の生徒に対する支援のあ

り方をさらに強化して、リスクとかそういったものに対する支

援、できれば支援していかなきゃいけないんじゃないかなとは

思いました。 

 

遠藤洋路 教育長  いつでしたっけね、３年前ですかね、視察に。苫野委員はま

だいらっしゃらなかった。不登校児の支援も含め、夜間中学の

役割が最近増してきているということで実態を見に行ったんで

すけど、実態を見に行ったら、ほとんど不登校児というよりは、

外国人の無料日本語学校的なものだったということで、この状

況だと私たちが求めているような機能が果たせるんだろうかと

いう感想を持って帰ってきたというのが視察の状況です。です

から、確かにここに書いてある文脈では少しなかったんですけ

ど、不登校へのサポートというのが必要であったという、その

解というか答えが夜間中学なのかという点に関しては、やや否

定的な感想を持って帰ってきたということですよね。その視察

に苫野委員は行かれていないので、もしそこに関してご意見が

あれば伺いたいなと思いますけれども、いかがでしょう。 

 

苫野一徳 委員  今熊本市内にフリースクールがどれぐらいあって、どのよう

な支援体制、行政としてですね、あるのか、もし分かればお分

かりの範囲で教えていただければと思います。 

 

遠藤洋路 教育長  はい。では、それはどこですか。青少年教育課。 

 

水町美延 青少年教育  今当課でもフリースクールを戸別訪問して、今どのような活
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課長 動をされているかということを実態調査といいますか、お話を

いろいろ聞いているところでございます。今後どのように支援

をしていくかというのは、これから実際に話をいろいろまた深

めていきながら詰めていきたいというふうに考えております。 

 

遠藤洋路 教育長  ありがとうございます。 

 

苫野一徳 委員  教育機会確保法が施行されてからいろいろな支援をしていく

必要があるということなんですけれども、今は情報提供程度と

考えてよろしいんでしょうか。そのうち経済的な、例えばバス

で通学しなきゃいけないとかそういうことが起こってくると思

うんですよね。そういったことについて支援の可能性があるの

かとか。あと、そういったことをこの委員会である程度議論し

てもいいのか等々も教えていただければありがたいなと思いま

す。 

 

遠藤洋路 教育長  経済的な支援も選択肢としてはあると思いますし、当然それ

はやるならここで議論するということはあると思います。ただ、

現状は確かに教育委員会としては現状を把握して意見交換して

るというところで、何かこちらでお金出すとかそういうことは

できないというような状況です。そういったフリースクールへ

の財政的な支援というのは、憲法上も公の縛りには属していな

い教育の事業に公金を支出することは憲法違反になるだろう

と、そのようにならないような方法を取らないといけないとい

うことで、少し工夫が必要であるというふうには思っています。

ありがとうございます。 

 他にはよろしいですか。 

 

西山忠男 委員  フリースクールに関連して、私の持ってる情報ですけれども、

一度お伝えしたことはあるんですけど。大江に学習支援センタ

ーというのがございまして、これは私立学校の高校の先生たち

がやってるので、対象は高校生だったんですけど、現在はかな

りの数の中学生が通っていて教えてもらっているという現状が

あります。学習支援センターの責任者は公的な機関に支援を求

めていますけれども、実現していないというのが現状と理解し

ています。 

 

遠藤洋路 教育長  フリースクールに行ってる子どもに関して、出席扱いにする
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ということは報告をこの前したわけですけれども、そこから先

じゃあどういう支援があるかというのはこれからここで検討し

ていく必要があるだろうと思います。 

 

苫野一徳 委員  ついでながらなんですけれども、すみません、存じ上げなく

て大変お恥ずかしいんですけれども。いわゆる適応指導教室と

いうものは熊本市にはどのような名称であるのか等々含め教え

ていただければと思っております。 

 

川上敬士 総合支援課長  現在あいぱるの方に「フレンドリー」というのがあります。

これが一番子どもの数も多いところです。あと、城南の方に「火

の君学級」という、城南町役場の一角スペース借りてます。あ

と、植木の方に「スクーリングアップ」ですね、ここはどちらか

というと植木中心ですね。現在一人の先生と一人の子どもが学

習しています。ただ、植木の方が旧植木町役場の会議室を借り

てるという状況で、環境的にはちょっとあまり整っていない状

況です。 

 

苫野一徳 委員  ありがとうございます。 

  名称がいわゆる適応指導教室というものではないということ

ですかね。やはりちょっとこの名称はどうかなというところを

常々思っておりますもので、適応するために指導するような、

要は学級の中に入れない子どもが適応できるように指導してい

くというようなイメージをどうしても与えてしまいますので、

この名称はどうかなとはずっと思っていたんですが。必ずしも

そういった名称で出しているわけではないと。 

 

川上敬士 総合支援課長  どちらかというと、「フレンドリー」、「火の君」、「スクーリン

グアップ」というような名称で、あまり適応指導教室という呼

び名は使ってません。 

 

苫野一徳 委員  ありがとうございます。いや、それはすばらしいと思います。 

 

遠藤洋路 教育長  教室の名前がそういう名前になってるということなので、ご

心配の点は大丈夫かなと。 

 オンラインでの不登校児童・生徒へのサポートの方法も含め

て、一度今後の方針についてここで議論はしてもいいかなと。

また改めてその機会をつくりましょう。 
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 他にはよろしいですか。 

 

泉薫子 委員  先ほどの意見の中に小学校２年生の問題が出てきておりまし

たけれども、現場のイメージとしてはそういったことは実際あ

るのか。小学校２年生にかかわらず、低学年の子は小さいとき

に地震を経験し、また今回コロナも経験したということで、現

場の方でそういった報告があっているのかどうかを。 

 

遠藤洋路 教育長  小学校２年生の問題について、いかがでしょうか。 

 

川上敬士 総合支援課長  総合支援課の方でも特別支援と、あと学校サポートという２

つの班がありますけれども、随時訪問といって、指導主事が学

校訪問しておりますけれども、どの学校も小学校２年生が落ち

着きがないとか、課題を持ってるということではなくて、学校

によってやっぱり様々ですね。ただ、委員の方が見られたり聞

かれたりした学校の２年生がやっぱりそういうちょっと落ち着

きがない状況ということはあるかと思います。ただ、いくつか

聞く中で、赤ちゃん返りというか、小学校に上がったんだけれ

ども、入学式もきちんとない状況から、２か月間、４月・５月の

２か月間家庭にいたということで、保育園、幼稚園の方に戻っ

てしまうというか、気持ちが。熊本地震のときにもやっぱりそ

ういう状況があったところもありますので、ちょっと時間が経

ってある程度慣れてくると持ち直すのではないかなとは思いま

す。 

 

塩津昭弘 教育次長  今月に６校学校訪問したんですけれども、やはり２年生の落

ち着きがないというところもありました。一般的に見て、２年

生が広範に、かなり学級が荒れるというようなこともあったり

しております。現在１年生がどうかなというようなことで見て

回ったんですけれども、やはり２か月間のブランクは非常に大

きいというふうに思っています。日頃だったら集団で一緒に活

動し始めて、その中で学習に適用するというふうな期間なんだ

と思うんですけれども、例えば鉛筆を握るとか、そういうよう

なところができてないというふうな状況がありました。給食も

初めてであるというようなことで、１年生にとっては長いやっ

ぱりブランクがあったかなというふうに思います。徐々に学校

が始まって適応はしているというふうな状況は確認することが

できました。 
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泉薫子 委員  やはり子どもの不安の症状として、今おっしゃったような甘

えるとか、親のそばを離れられないというようなそういった症

状はよく出るサインなので、これからも観察をよろしくお願い

いたします。 

 

遠藤洋路 教育長  私もこの前聞いた話だと、２年生というよりは１年生がまず

まだ学校モードになっていないというか、幼稚園からそのまま

２か月ずっと家にいてというようなところで、そういうみんな

で学校生活を送るということ自体に慣れていないとおっしゃっ

ていました。その辺は、時間の問題もあるんでしょうけど、少

し。 

 

泉薫子 委員  コロナが特に集団を少し避けましょうという指導をしていま

すので、集団生活というものをちょっと怖がるという傾向があ

るかなとは思います。 

 

遠藤洋路 教育長  そこはどうなんでしょうかね。集団生活、例えば休み時間に

も友達と喋ったりくっついたりできなくてかわいそうという意

見も聞く一方で、いや、そんなの現実問題するに決まってるじ

ゃないかというか、密になっちゃうよねという意見も聞くんで

すけど。現状どうでしたか。 

 

塩津昭弘 教育次長  給食のときは前向いてみんな静かに食べてるというのがとて

も印象的でした。今までは顔を突き合わせてグループでという

ふうな状況だったんですが、それが一斉に前を向いて行儀よく

食べていて、ちょっと今までと違うなというような部分もあり

ました。授業の中では、やはり学校の中ではできるだけ密にな

らないというようなことは指導されていて、学校によって若干

違います。今ちゃんとつけてるから大丈夫だよというようなこ

とでグループ活動させられるところもあるし、できるだけ前を

向くようにというふうにされているところもあって、様々な状

況でした。やはり休み時間については密になることは避けるこ

とが難しいというのが現状かなというふうに思います。 

 

遠藤洋路 教育長  他にいかがですか。 

 



令和２年（２０２０年）７月 教育委員会会議録【７月３０日（木）】 

 9 

西山忠男 委員  ２４ページに今回のコロナ禍を通して、改めて学校給食の大

切さを再認識しました。子どもの貧困との関係で、学校給食が

頼りの子どものセーフティネットとして子ども食堂が脚光を浴

びました、とありますが。これは私も常々非常に気にしていた

ところですけれども。このご意見はどういう事実に基づいてお

っしゃってるのか分かりますか。子ども食堂もかなり閉じたと

聞いてましたけれども。実際にセーフティネットとして機能し

たんでしょうか。 

 

福島慎一 教育政策課長  これは古賀教授の方が言われたんですけど、やはり一斉休業

が長い間家庭でなかなかご飯が食べられてないというところ

で、やはりそういった家庭については日頃の学校給食が健やか

な体を保つために必要だったというのが分かったということ

と。やはり子ども食堂なんかに結構たくさん子どもがいたとい

うところで、やはり学校給食というのは本当にある家庭におい

ては非常に大事なものだということを訴えられています。 

 

西山忠男 委員  全くそのとおりだと思うんですよね。またコロナが増えてき

ましたので、また全校休校という事態にならないとも限らない

ので、そのときやはりこの問題をしっかり考えておく必要があ

ると思うんですよ。休校が長引くようであれば給食だけはその

必要な生徒には提供するとか、何かそういう方策も必要だろう

と思います。以上です。 

 

遠藤洋路 教育長  はい。確かに一斉休校ってまたやるかどうかは別として、給

食については、前回がまずは感染の拡大を防止するということ

が第一で、そのコロナの性質というんでしょうかね、それもよ

く分かってない部分もあったので、安全面を重視して給食も全

てやめました。今回また改めて休校ということが今後あれば、

そのときには給食をどうするかということはやっぱり考えない

といけない。ご意見ありがとうございます。 

 他によろしいですか。 

 では、他にないようでしたら、採決を行います。 

 議第５５号について、特に今修正すべきというご意見はなか

ったかと思いますので、原案どおりご承認いただくことにご異

議ありませんでしょうか。 

 

 （異議なしの声） 
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遠藤洋路 教育長  異議なしと認めます。議第５５号 令和２年度（２０２０年

度）熊本市教育委員会事務事業点検評価報告書《令和元年度（２

０１９年度）事業分》については原案のとおり決定いたします。 

 

 

〔採決〕  【原案どおり承認された】 

 

遠藤洋路 教育長  それでは、先ほどの議第５４号の教育振興基本計画ですが、

私は第２期と言いましたけれども、教育大綱は第２期ですけれ

ども、よく考えたら振興基本計画はもっと前からあったので、

聞いたら第４期らしいんですけど。第４期にしますか。 

 

福島慎一 教育政策課長  もう少しちょっと調べてよろしいですか。もう少しお時間い

ただきます。 

 

遠藤洋路 教育長  先ほどのちょっとタイトルは一度議決をしましたが、もう一

回精査をすると。 

 

 

・議第５８号 熊本市博物館の登録に関する規則の一部改正について 

 

《田端文一 熊本博物館長 提出理由説明》 

 

遠藤洋路 教育長  印を押さなくて済むようにするというようなデジタル化とい

うか、そういうことなんでしょうか、趣旨としては。 

 

田端文一 博物館長  そういうことです。 

 

遠藤洋路 教育長  分かりました。これは例えば電子的に提出できるやつとかそ

ういうことを想定して、こういうふうに改定するということで

すか。 

 

田端文一 博物館長  はい、そういうことです。 

 

遠藤洋路 教育長  分かりました。 

 よろしいですか。 
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 では、ご意見がないようですので採決を行います。 

 議第５８号について、ご承認いただくことにご異議ありませ

んでしょうか。 

 

 （異議なしの声） 

 

遠藤洋路 教育長  異議なしと認めます。 

 議第５８号 熊本市博物館の登録に関する規則の一部改正に

ついては、原案のとおり決定いたします。 

 

 

〔採決〕  【原案どおり承認された】 

 

・議第６０号 熊本市体罰等審議会委員の委嘱について 

 

《福島慎一 教育政策課長 提出理由説明》 

 

〔採決〕  【原案どおり承認された】 

 

日程第４ 報告 

・報告（１）令和２年第２回定例市議会報告について 

 

《事前資料配布》 

 

・報告（２）校則・生徒指導のあり方の見直しについて 

 

《濱洲義昭 学校改革推進課長 報告》 

 

西山忠男 委員  校則については、ここで一度議論したことがあるんですけれ

ども、そのときに委員の多くの人は、何でこんなに細かいこと

まで校則で規定しなきゃいけないのかという意見が強かったと

記憶しております。それに対して校長先生経験者のこっち側の

サイドからは、これぐらい決めていないとすぐでたらめなこと

になるんですよという意見もあって、ちょっとかみ合わなかっ

た部分がございましたので、校則に関しては人それぞれ様々な

意見があると思うので、それをどういう方向性を持って見直し
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ていくのかというのが、非常に難しいんだろうと思うんですけ

れども、その点はどうお考えなんでしょうか。 

 

濱洲義昭 学校改革推進

課長 

 実際に今年、我々がいろいろ現場の方に聞きましても、意見

が分かれるところなんですよね。元々つくられてきた経緯があ

って、これを緩めるとまた元の非常に厳しい状態に戻るんじゃ

ないかという意見もあれば、今、割とその時期を抜けて少し落

ち着いてきたような状況にあるので、あまりいきなり緩めてと

いいますか、見直しをしてもそう変わらないんじゃないかと、

いろいろな受け止めがあるというふうに認識しています。 

 なので、今は時代の変化とかもありますので、今回まずはア

ンケートといいますか、学校の状況と、どう今後したいのかと

かという認識を、広く校長だけじゃなくて教員の方にも聞いた

うえでやっていこうかなというふうに考えています。 

  

西山忠男 委員  私もどちらかというと校則は、ある程度厳しく定めておかな

きゃいけないんじゃないかなと思っていたんですよ、ここで議

論したときまでは。しかし、その後でテレビで、東京のある中

学校で、校長の判断で校則を全廃して非常にうまくいっている

という事例を見て、自分の考えは間違っていたのかなと自信が

なくなりました。だから、本当ならその中学を視察に行きたい

ところなんですけれども、ちょっと極端だとは思うんですけれ

ども、そういう事例もありますので、よくよくいろいろな人の

意見を聞いて考えたほうがいいかなと思うんです。中途半端な

手直しをするぐらいだったらやらないほうが、ましだと思うん

ですよね。手間暇かけてちょっと手直しするぐらいでは意味が

ないと思うんです。その辺の認識を、きちんと我々の中でつく

っていかないといけないんじゃないかなという気がしていま

す。 

 

遠藤洋路 教育長  ここにあるように、校則を直接教育委員会で見直すというこ

とよりは、校則・生徒指導のあり方の見直しですから、問題意

識として細かいところまで決め過ぎているんではないかという

ことは、１つとしてありますけれども、ここで１個１個校則を

見て、これはいいとか、これは駄目とか、言うわけじゃない。基

本的には各学校で決めてもらうわけですが、そのときに、こう

いうことについてはちゃんと決めてくれとか、例えばこういう

ことについては校則で決めるべきじゃないとか、そういう考え
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方を示すということだと思うんです。 

 この後ろについている小学校、中学校、高校、それぞれスタ

ンダードなというか、標準的な校則がここについています。確

かにいろいろ細かく書いてある。細かいなと私は思いますけれ

ども、学校へのアンケート、それから児童生徒へのアンケート、

保護者へのアンケートで、当事者の人たちがみんなこれぐらい

細かいほうがいいと言うなら、別に無理やり細かさを変える必

要はないと思いますけれども、そこは聞いてみて判断というこ

となんでしょうかね。ただ、一般的に言って個人の人権という

か、表現の自由とか意見表明権とか、そういったものまで規制

することが望ましいのかというところはありますから、過度な

規制はよろしくない。 

 

泉薫子 委員  今、教科書を選定していますけれども、教育の中でも子ども

たちで話し合っていろいろなものを考えたり討論したりすると

いう教育をしている一環として、規則だけ押しつけるというの

は、何かちょっと合わないなという感じがするのが１つと、実

際、スマホの使い方とかのルールづくりも、自分たちで決めた

ルールは子どもたちはよく守るという実際の体験がありますの

で、そういった一環として子どもたち自身に少なくとも考えさ

せるとか、そういう意見を聞くとかという機会は必要なんじゃ

ないかな、教育的にも必要なんじゃないかなというふうに感じ

ました。 

 

遠藤洋路 教育長  そこはおっしゃるとおりだと思います。各学校で当事者であ

る子どもたちが参画して毎年校則を見直していくという、そう

いう仕組みをつくるということは、今回の見直しの一つの目的

だと思いますので、そこはそういう方向だと思います。 

 それから、濱洲学校改革推進課長、スケジュールにはゴール

はないんですか。未定と書いてあるけれども、いつまでにこれ

をやるとか、そういうことはあるんですか。 

 

濱洲義昭 学校改革推進

課長 

 目標は少なくとも年度内には整理をして。 

 

遠藤洋路 教育長  年度内に方針を決めて来年度から新しい方針を適用すると、

そういうことでよろしいですか。 

 

濱洲義昭 学校改革推進  できるのであれば来年度からというのは考えていますけれど
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課長 も、学校の準備期間あたりを考えると、もう少し余裕があった

ほうがいいのかなとは考えています。 

 

遠藤洋路 教育長  でも、じゃ、再来年度からと言ったら、ちょっと先過ぎませ

んか。 

 

濱洲義昭 学校改革推進

課長 

 はい。今年度中のもう少し早い時期に結論を持っていくよう

なスケジュールも、頭に入れておかないといけないのかなとは

思いますけれども、どういうものをつくるかにもよると思うの

で。 

 

遠藤洋路 教育長  そうですね。分かりました。 

 他に。 

 

苫野一徳 委員  こちらの主な観点というのは大変すばらしいなというふうに

思うんですけれども、先ほどから出てきた①、【校則】の児童生

徒が、自ら考え自ら決めていくような仕組みになっているかと

いうことに関して、今そのような仕組みがどの程度充実してい

るのか、そのような仕組みがちゃんと整っている学校はどれく

らいあるのかというのは、ご存じでしょうか。 

 

濱洲義昭 学校改革推進

課長 

 校則全般についてどうかというのは、少なくとも私どもの課

では把握しておりません。ただ、昨年、学校の指定物品、かばん

ですとか制服ですとか、ああいったところの見直しに、検討委

員会を設けてその中に児童・生徒の代表者を入れて意見を聞く

という仕組みは今あります。 

 

福島慎一 教育政策課長  今、濱洲課長が言ったとおり、昨年度、学校指定物品の指針

の見直しを行いまして、年に１度必ず指定物品をもしも設ける

としたら、児童生徒の意見も踏まえたうえで、また、なおかつ、

検討委員会に児童生徒を含めて検討してくださいということ

を、去年９月から行ったんですが、それ以前に令和２年度のこ

とを決めているところは従前のとおりだったんですが、９月以

降にしたところで、報告書を上げることを義務づけていますの

で手元にあるんですが、例えば中学校においては、学校名は控

えさせていただきますけれども、例えば体操服の見直しが決ま

っている学校が２、３校あるんですが、そこは生徒の意見を聞

いて有意義に進めることができた。例えば事前に生徒会から意
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見を聴取して指定物品を決めたとか、少し画期的なのが、標準

服のところなんですけれども、次年度以降にジェンダーフリー

に向けた対応を検討することということで、以前よりもかなり

具体的に見えるものが改善されたのかなという感触です。 

 以上です。 

 

苫野一徳 委員  ありがとうございます。この教育委員会会議で一体どこまで

決めるのかなというのが、いまいち見えないところはあるんで

すけれども、これから広聴会等々をやっていったときに、ここ

で出てきた観点は、どの学校もある程度踏まえて今後見直しし

てくださいねというようなことまでを、ここで決めるというよ

うなことになるんでしょうか。もしそうだったとしたら、全て

の学校でしっかりと児童生徒が自ら考え自ら決めていくような

仕組みを、しっかりと学校でつくってくださいねというところ

まで言ってもいいのかどうか、私は言いたいと思いますけれど

も。 

 

遠藤洋路 教育長  それはそういうふうにするという前提です。 

 

苫野一徳 委員  という前提ですか。なるほど。 

 

遠藤洋路 教育長  そこは最低ラインです。 

 

苫野一徳 委員  なるほど。では、かといってそれぞれの学校の校則を、１つ

１つ私たちがチェックして云々ということではないわけですよ

ね。なので、今後はこの観点を主にしながら、取りあえず皆さ

んでお話をしていきましょうというような、そういうイメージ

でよろしいでしょうか。 

 

遠藤洋路 教育長  具体的に例えばここにありますけれども、人権侵害に当たる

ようなものはないかとか、そういうものに関しては教育委員会

として、これは駄目ですよと、具体的に指摘してもいいと思い

ます。ただ、実際にここにあるように校則を決めるのは学校長

ですから、校長の責任でつくってもらうと、その際に子どもが

参画すると、それから人権とか安全とか、大枠を教育委員会と

してこの範囲でやってくださいとか、こういうことは必ず決め

てくださいとか、そういうことは決めないでくださいというこ

とを示すということだと思います。その際、具体的な事例で、
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もしかしたら例えばこういうことはやめましょうとか、そうい

うことを言うことはあるかもしれません。 

 １つ私も気になっているのは、この小学校のところを見ても、

熊本市生徒指導協議会の申し合わせ事項を基に作成しています

というふうに書いているじゃないですか。これはやめてほしい

んです。各学校の責任で、校長の責任で決めるので、学校ごと

に勝手に申し合わせをして、熊本市の学校はみんなこれでいき

ますということはやめてほしい。しないようにしてほしい。 

 大体、何でうちの学校だけ違うんですかと言われるのが嫌だ

から、みんなで申し合わせをしていると思うんですけれども、

何でうちの学校だけ違うのかを説明できるのが校長の仕事なの

で、それができないようだったら校長じゃないと思いますから、

校長の責任で決めるというのは、そういうところまで含んでい

ます。生徒指導部みたいな生徒指導関係の教員が集まって申し

合わせをして、熊本市は全部これでいきますと、そういう仕組

みもやめたいということもこの目的の一つであります。そうじ

ゃなくて、各学校でそれぞれ議論をして各学校の責任で校長の

責任で校則を決めると、そういう仕組みにしてくださいという

ことです。 

 

西山忠男 委員  今の教育長のご意見はごもっともだと思うんですけれども、

その理想の姿を追求するには校長の任期が短過ぎるような気が

します、現在は。もうちょっと校長は５年ぐらいやらないと、

校長が責任持って校則を決めてあるべき学校の姿を追求すると

いう学校経営は、なかなかできないような気がするんです。そ

ういう意味で、その辺も教育長は前からおっしゃっていますけ

れども、少し若い教員を早めに教頭、校長にして、少し長く校

長をやってもらっていい学校づくりを目指してもらうと、そう

いう仕組みづくりも必要だろうなと思います。 

 

遠藤洋路 教育長  そこはおっしゃるとおりです。実際、年齢制限も今やめまし

たし、必ず３年で代わるということではなくて、今４年目をや

っている校長もいますし、必要なら５年やってもいいと思いま

すので、そこはある程度長い期間かけて自分の学校をつくって

いくということは、人事の関係の話以上の大きな問題、大事な

方向性かなと思います。 

 他に。 
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小屋松徹彦 委員  今の件に関しますと、先ほど出ていたのは麹町中学校だった

ですかね。 

 

西山忠男 委員  麹町中、はい。 

 

小屋松徹彦 委員  その校長先生は７年されたそうですね。だから、そういう例

もあるということなので、基本的にさっき教育長がおっしゃっ

たように、人事の問題があるかもしれませんが、基本的に人事

を決めるときに、そういう長いスパンでもあるんだというふう

になっていく、それが基本的にないと、なかなか、３年ぐらい

やったら次に代わってもらわないとみたいなことが、ずっと続

くと思うんです。基本的な考え方としてこういうこともあるん

だということを、教育委員会なんかでもちゃんと持っとってい

ただきたいなと、でないと若者や若手がせっかくチャンスがあ

っても、なかなか踏襲されて３年、３年みたいな従来のやり方

でいってしまうと、何も変わらないかなと思います。 

 それと、この校則・生徒指導のあり方については、現状は大

体どんなことが学校側の先生方の指導としてあるのか、そこら

辺を具体的に出してもらうといいかなと思うんです。どういう

ところに時間を取られているのかという問題を含めて、働き方

もあると思うんですけれども、結構、時間外に取られているケ

ースがあると思うので、そこら辺も含めてどういった生活指導

でどういうところに時間を取られているのか、それはできれば

このアンケートの場でもいいし、どこかでしていただければな

というふうに。 

 

遠藤洋路 教育長  それはこの後ろについている校則の具体例とかではなくて、

もうちょっと細かい。 

 

小屋松徹彦 委員  実際にこういうことで指導していると。 

 

遠藤洋路 教育長  実際にどういうことに時間を使っていて、どういうふうな指

導をしているのかということですかね。その辺が分かるアンケ

ートにしていくということですね。分かりました。 

 

出川聖尚子 委員  児童生徒へのアンケートが行われるということが書かれてい

ますが、このアンケートは子どもが答えやすいように書かない

と、子どもはそういうことは望んでいないという結果になるこ
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ともあるので、意見が出やすいアンケートの方法を考えていた

だきたいと思っています。 

 それと指導についてですが、校則が決まって、その後、自分

たちで決めた校則を守れない後に、先生から守れないことを指

導されるという、結局、校則が変わっても指導のあり方は変わ

らず、子どもに対しての指導の仕方が、この【校則】の①にある

ような、自分で考え自分で決めていくことに対しての自分での

責任を負うみたいなところの指導のあり方でないと、結果的に

は校則が変わっても何も変わらないような気がするので、指導

のあり方も含めて議論していただけたらいいなというふうに思

います。 

 

遠藤洋路 教育長  ありがとうございました。そこはおっしゃるとおりで、今回、

校則のあり方の見直しじゃなくて、校則・生徒指導のあり方の

見直しというふうにしているのは、校則のルールだけ変えても

指導が変わらなかったら変わらないので、実際の指導を変えて

いく必要があるという問題意識でこのようにしているというこ

とです。 

 

出川聖尚子 委員  分かりました。 

 

苫野一徳 委員  先ほど、この教育委員会会議でどこまでのことを大枠を決め

るのか、考えるのかというようなお話をしたんですけれども、

その意図は、校則の問題は先ほど西山委員もおっしゃったよう

に、かなりいろいろな考えがあって、厳しくしたほうがいいと

いう考えの人と、ほとんどなくしてしまっていいという考えの

人と、たくさんあまりにも多様なので、こちらで、どんと決め

て一気にこうしなさいとやると、反発も非常に大きいと思うん

です。 

 こういったものは、まさにそういったルール全体を、市民の

対話を通して合意の下につくっていくということがとても大事

だと思いますので、１つアイデアというか提案なんですけれど

も、このスケジュールのプロセスの中に、子どもたちや保護者

や先生方や市民の方たちの何がしかの対話の会というか、しか

も大体、先ほどの麹町中学もそうですが、あるいは桜丘中学な

ど、いわゆる校則をなくしたことで学校がより活性化していっ

て、より幸せな場所になったという例がたくさんあったり、あ

るいは、逆に校則を厳しくすることで、かなりぎすぎすした学
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校になってしまったとか、実例もいっぱいあるわけです。 

 そういった実例、いろいろな、私たちは大体自分が受けてき

た教育しか知らないので、こうするべきだというのが、かなり

狭い範囲でしかものを考えられなくなってしまうので、いろい

ろな情報を得て対話を重ねることで、子どもたちにとってのよ

り良い教育環境はもっとこういうものなのかなということを、

みんなで考え合うようなそういう会があると、より納得を持っ

て学校の校則等々を見直していけるのではないかなというふう

に思うので、あまりこちらのほうで、こんな校則は駄目だとか

やり過ぎずに、皆さんの大きな合意の中でやっていけるといい

のではないかなというふうに思っていますので、その辺もし可

能であれば、今はコロナであまり対話の会とかは頻繁にはでき

ないかもしれないんですが、何がしかの仕方で市民の声を子ど

もたちの声を保護者の声を聞きながら、先生方の声を聞きなが

ら、進めていけるといいのではないかなというふうに思います。 

 

遠藤洋路 教育長  このスケジュールの９月のところに入っている広聴事業とい

うのが、まさにそういう意見交換会なんです。今までもワーク

ショップとかを何回かやっています。働き方改革とかのワーク

ショップをやりましたけれども、そういうイメージでここに入

れているというので、回数とか対象者とかはこれから決めると

して、苫野委員のおっしゃっている趣旨のもの、そういうつも

りでここに入れているということです。 

 それから、中身についてあまりあれこれというよりかは、決

め方とか考え方とかそういうものを、ここで議論して決めると

いうことだと思うんです。ここにも後ろのほうにいろいろ書い

てあるものもあって、話題のツーブロック禁止とかいろいろ書

いてありますけれども、個人的には別にそんなものは禁止しな

くてもいいんじゃないかとか思いますけれども、そこを事細か

にああだこうだ言うことが目的ではないということです。それ

はみんながツーブロックを禁止したほうがいいねと学校全体が

思っているなら、それはそれで別にそういうふうなのをつくっ

たっていいと思いますし、そうじゃないから問題になっている

んでしょうけれども、その辺をどうやって決めるのかというこ

とをこちらで詰めるといいんじゃないかと。 

 

西山忠男 委員  教育長のさっきのお話を伺っていると、要するに、学校の実

態に合わせて校長が責任を持って校則を定めるという方向性で
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あるというふうに理解してよろしいですね。 

 

遠藤洋路 教育長  そうです。本来校則はそういうものだと思いますし、そうあ

るべきです。その際に当事者である児童生徒の意見も十分に入

れて決めるべきだというのが私の考えです。 

 

西山忠男 委員  学校の実態も実に様々なので、えらく厳しい校則をつくらな

いと荒れてしまう学校もあると思うんです。一方で、麹町中学

のように、ああいうふうに自由奔放にしてもうまくやっていけ

る学校もある。それはやっぱり学校がどの地区にあるかという

ことによるでしょうし、実態に合わせてつくっていかないと、

一律にこういう方向性でというのは無理じゃないかなと思いま

す。 

 

遠藤洋路 教育長  だから自己決定というか、さっきの勝手に学校同士で申し合

わせるんじゃないということもそうなんですけれども、自分た

ちの学校のことは自分たちで決めるんだということを徹底して

ほしいと。それがちゃんとできているのであれば、あと、ここ

にあるようなマイノリティへの配慮とか人権の問題とか、そう

いうものが配慮されているのであれば、中身について私たちが

どうこう言う話ではない。 

 多数決で決めたからといって、少数派の人権を侵害するよう

なルールを決めてもらっちゃ困るんですよね。それは、こちら

としてそれは駄目だよと言う必要はあるでしょう。言うとして

も、中身について言うとしたらそういう部分じゃないですかね。

それ以外のところは、こういう髪型がいいんじゃないかとか、

こういう髪型はどうかとか、そういう話じゃないと思うんで。 

 あと、あるとしたら、学校以外の私生活というか、学校以外

の部分についてどこまで校則で決めるのか。何かあるでしょう。

校区内でしか自転車に乗っちゃいけないとか、例えばですよ、

ここに書いてあるように。そういう学校生活以外の家庭生活、

私生活の部分を、校則でそもそも決めることが適当なのかとか、

決めるとしたらどういうことなのかということは、指針を示す

必要があるのかもしれないです。本来、学校以外のことを校則

で決めてもそれは無効だろうとは思いますけれども、一応１つ

のアドバイスとしてはあり得るかもしれません。そういう幾つ

かの観点で教育委員会としての考え方を示すということなんじ

ゃないですかね。 
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 苫野委員も出川委員も実際に保護者でいらっしゃるから、こ

の点は一番詳しいというか、ある意味当事者なんでしょうから、

当事者としてのご意見も入れながら考えていこうと。 

 

苫野一徳 委員  その保護者目線等々で申し上げると、たくさん見聞きするこ

ととして、子どもたちが「この校則おかしくないですか」と声

を上げたときに、それこそ指導の話ですよね、「これはルールだ

から」と、「でも、このルールがおかしくないですか」と言った

ときに、「いや、もうルールだから」というようなのが、結構見

受けられるんですよね。そういうことがないように、子どもた

ちの声を聞くということは前提ですよということは、このよう

なかたちで、この観点としてあるというのは、私は大変すばら

しいことだなというふうに思っております。 

 ついでながらなんですけれども、教育委員会としては、まさ

におっしゃったような人権侵害に当たるのではないかというこ

とに関して、厳しく目を向けていかなければいけないのかなと、

ここに例示されているものを少し見ただけでも、これは人権に

かなり抵触するなと思われるようなものがいくつか見られます

ので、こういったものは積極的に指摘していかなければいけな

いのかなと、あるいは、子どもの権利条約なども考えていくと、

その観点から見ると非常に大きな問題を抱えているものもたく

さんあって、どの観点、もちろん憲法違反等々は絶対に許され

ることじゃないんですけれども、そのあたりをしっかり検討し

ていくような、私たちがですね、場は必要かなというふうには

思います。 

 

遠藤洋路 教育長  そのとおりだと思います。こういうものは人権上問題だとか、

子どもの権利条約などに照らして問題だとか、そういうものは

具体的に指摘してもいいと思います。例えば男子は学生服で女

子はセーラー服にスカートだと書いてあるけれども、それはそ

ういうふうに決めるのは問題だと思いますからね。いいんです

よ、別に学生服着たい人は着ればいいし、セーラー服着たい人

は着ればいいんだろうと思いますけれども、それを男はこっち

です、女はこっちですと決めるのは問題だということでしょう。

そういう点は具体的に指摘していいんじゃないですか。 

 なかなかこの中学生らしいとか高校生らしいとかというの

が、ちょっとほぼ理解し難い表現なんですけれども、どういう

ことを意味しているんですかね、これは。そういうもので曖昧
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なルールはどうかなという気がしますけれども。 

 

苫野一徳 委員  余計な話かもしれないんですけれども、学校の中で多様性を

尊重しましょうというようなことを言っていながら、こうでな

ければならないというのを細かく決めるという、非常に大きな

矛盾というのは全国どこの学校にもあると思うんです。それで、

そこを自分たち自身で常に振り返り続けるという仕組みを、子

どもたちと一緒に振り返り続けるという仕組みがちゃんと保障

されているというのは、とても大事だと思いますので、重ね重

ねこの１つ目の観点、よくぞここに書いてくださったなという

ふうに私は思います。 

 

遠藤洋路 教育長 また、ルールというのは常に見直していくということも大事

だし、もう一つは、誰が読んでもちゃんとルールとして明確だ

ということも大事なんだと思うんです。だから、中学生らしい

格好にしてくださいとか、高校生らしい格好にしてくださいと

いうのは、やっぱりルールとして問題があって、例えば法律に

日本人らしい生活をしなさいと書いてあっても、これは一体何

なのというのと同じで、もしこうしてほしいということがある

なら、それはちゃんと書くべきです。そこに勝手な意味を一人

一人が盛り込めないようなルールにすべきだと思うんですよ

ね。 

 ちょっと分からないですよね、どういう意味なのか。何か意

図したものがあるんでしょうけれども。その辺は見直す対象な

のかなと私は思いますけれども、高校生として品位のある端正

な服装であることと言われても、具体的にどの格好がそれに該

当するのかというのは難しいですよね。何となく共通了解が学

校の中でできているのかもしれないから、余計なことを言わな

くてもいい部分なのかもしれないけれども、それはある程度客

観的に分かるようなルールにしておくべきですよね。 

 

苫野一徳 委員  それで言うと、明文化されていない校則のようなものも結構

たくさんあると思うんですよね。そのあたりも少し検討の範囲

に入れるといいんじゃないかなと思うんですけれども。明文化

はされていないんだけれども、先生がこれを持ってきちゃ駄目

なんだとか、そういうようなことはしばしば見受けられるので。 

 

遠藤洋路 教育長  まさにここに主な観点の下の【校則に基づく指導】の③「学
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校で明文化された『校則』以外の指導は行っていないか」とい

うことですよね。あと、ここに明文化しなくても法律で決まっ

ているだろうみたいなこともありますからね。飲酒・喫煙はし

ないとかは当たり前だろうというか、校則に書かなくたって禁

止だよという、だからそういう、ただ、高校生の場合は難しい

ですよね。必ずしも年齢が１５歳から１８歳とは限らないから、

２５歳の高校生に対しても、本当に飲酒・喫煙をするなという

ふうに指導するのかどうかということですよね。だから、ちょ

っとそこも、全員が日本人で全員が同じ年齢であることを前提

としている校則というものは、見直す必要があるかもしれませ

ん。なかなか加減が難しいですよね。１個１個見ていくとすご

い気になるところがいっぱいあって、いろいろ言いたくはなる

んですけれども、ある程度のところでそれを留めておかないと

きりがないですからね。 

 一応、今後こういうスケジュールでやっていきますよという

ことでよろしいですか。 

 何か事務局からありますか。特に学校関係者の部分ではない

ですか。 

 

松島孝司 学校教育部長  先ほどからお話にありましたように、生徒指導の三機能は授

業づくりの部分でも前面に出しております。子どもたちの自己

決定というところが非常に大事な部分と思っていますので、そ

こは大事にしていきたいと考えているところでございます。 

 

遠藤洋路 教育長  この生徒指導の三機能とありますよね。最初に書いてありま

すよね。「児童生徒に自己存在感を与えること」、「共感的な人間

関係を育成すること」、「自己決定の場を与え、自己の可能性の

開発を援助すること」、生徒指導という言葉を聞いたときに、こ

んなイメージを持っている人はほとんどいないと思うんですけ

れども、これが本当に生徒指導の三機能だとみんな理解してい

るんでしょうか。世の中の生徒指導のイメージは決してこうで

はないと思います。 

 

川上敬士 総合支援課長  生徒指導という言葉が、生徒を指導する、それが生活指導と

生徒指導が混在してしまっていて、子どもを指導するのが生徒

指導というふうに理解している教員がやっぱり多いと、生徒指

導というのは何なのかというのが、これまできちんと学校に理

解させられていなかったというところは、教育委員会の反省で
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もあるし、これからは、生徒指導というのは、子どもの社会的

自己指導能力を育成するというのが生徒指導の目標なので、こ

れからの生徒指導のあり方で基本になるのは、この生徒指導の

三機能であるということを、授業の中でも日常生活の中でも先

生方がきちんと意識をして、子どもたちの教育に当たってもら

うということを、これを機にもう一度しっかり浸透させる必要

はあるかなというふうに思っております。 

 

遠藤洋路 教育長  だから、この３つがちゃんとできているというか、この３つ

に立脚した校則や生徒指導が行われていれば、別に何もここで

言うこともないし、世の中で校則が問題になることなんてない

と思うんです。それをどう具体化するかということをここでや

っていくということなのかなと思うんですけれども。 

 よろしいですか。 

 では、ちょっと長くなりましたが、本件は以上といたします。 

 

 

・報告（３）公益財団法人熊本市学校給食会の経営状況について 

 

《中村順浩 健康教育課長 報告》 

 

西山忠男 委員  コロナで給食がなくなった分の数字は、どこかに出ているん

ですか。 

 

中村順浩 健康教育課長  コロナに関係します部分として出ておりますのは、２ページ

の正味財産増減計算書のところを見ていただきますと、公益目

的事業会計の部分ですが、ここに支出の部と収入の部というと

ころがございますが、まず支出の部のところの物資代金が、１

８１，７００万余りと記載されております。それと収入の部の

物資代金、これが１７２，８００万余りとなっておりまして、

この差が、給食費が入ってきていないということです。 

 

西山忠男 委員  その入ってきていない分は市が補塡したかたちになっている

んですか。 

 

中村順浩 健康教育課長  これは市のほうで補塡をするということになります。この報

告書中には時期的に見えてはおりませんが、給食会の補正予算
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において、５月の理事会で議決をされているところでございま

す。この資料の中にまだ盛り込まれていないということになり

ます。 

 

西山忠男 委員  ありがとうございました。 

 

遠藤洋路 教育長  今の話は、昨年度はだから１億円ぐらい赤字だったというこ

とですね。 

 

中村順浩 健康教育課長  そうです。ここで見ますと約８，９００万の赤字が出ている

ことになります。 

 

遠藤洋路 教育長  その分、今年度の収入に市からのそういう補塡というか補助

金が入るということですか。 

 

中村順浩 健康教育課長  市からその部分は補塡されているということになります。 

 

遠藤洋路 教育長  分かりました。 

 他にいかがですか。よろしいですか。 

 ないようでしたら、本件は以上といたします。 

 

  

・報告（４）オンライン授業事後アンケートについて 

 

《本田裕紀 教育センター副所長 報告》 

 

遠藤洋路 教育長  これは保護者の意見と子どもの意見が大分違うというか、大

分じゃないけれども、子どもと教職員は、まあよくできたとい

う評価だけれども、保護者はまだ足りないと、こういうことで

すか。 

 

本田裕紀 教育センター

副所長 

 特に中学生においては、意外と課題が多くて大変だったとい

うことがありますが、保護者の方の意識としては、Ｚｏｏｍで

配信するような、どうしてもそういった時間割がきちっと決ま

っているような取り組みをイメージされている方が多いと思い

ますので、そのあたりも今後、どういう課題を出してどういう

ことを取り組んでいるのかということも含めて、周知していく
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必要があるのかなというようなことは思っております。 

 

遠藤洋路 教育長  時間割どおりやったら、とてもじゃないけれども、ついてい

けないですもんね。だから、そういうものじゃないということ

を、まず理解してもらうということが必要なんでしょうね。 

 

西山忠男 委員  ８ページに教職員の意見として、「タブレットの家庭所有、家

庭管理。様々に負荷がかかってきている状況で、公共物として

学校で管理するのは限界がある」と、これはどういう意味なん

でしょうか。タブレットを貸し出して家庭で管理させることに

問題があるという意味なんですか。 

 

本田裕紀 教育センター

副所長 

 今回は、何回も家庭の環境も学校で調査したうえで、環境が

ないところに貸し出したりしていたり、足りないところはいろ

いろな工夫をしてローテーションしたりしている学校もありま

して、何番の端末を誰に貸したかというところまで記録しても

らったりしましたので、その辺の管理にとても手間がかかった

というようなことで聞いているところでございます。 

 それにつきましては、１人１台になれば、もう個人の管理と

いうことになりますので、何番を誰に渡しているということが

こちらで全部把握できますので、そこは学校での管理について

は少し低減できるかなというふうには思っております。 

 

西山忠男 委員  今、３人に１台しかないから、誰に貸すべきかという判断も

結構大変な部分があるんですね。分かりました。 

 

遠藤洋路 教育長  今回の自由記述とかも含めて、１人１台になれば解決する課

題もいくつかあるかなとは思います。 

 私から１つ、８ページの中学校のところで下から２番目に、

「画面越しの相手に対して顔を出すことに抵抗がある先生は私

だけではないと思う」、「そのような思いも汲み取って欲しい」

と書いてあるんですけれども、これはつまり、オンライン授業

で顔を出さないで授業をしたいということなんですよね。出し

たくないということなんですよね。これについてはどうなんで

すかね。 

 

本田裕紀 教育センター

副所長 

 今回、ちょっと問題があったというところとしては、子ども

も含めて顔が出たのをスクリーンショットして、それをＳＮＳ
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上に上げたりとか、そういったトラブルがあったりしました。

そういったことへの指導もしてもらってはいるんですけれど

も、先生の顔をスクリーンショットして、それをキャラクター

として使うといった情報モラルの指導というか、そこは併せて

していかないといけないと思いますし、そういったことへの抵

抗があるのかなというふうに思います。 

 

遠藤洋路 教育長  子どものは確かに分からなくはないんですけれども、これか

らオンライン授業を推進していきましょうというときに、「私は

顔を出したくないから、オンライン授業をやりたくありません」

と言う先生がいるとすれば、それはこのような思いを酌み取っ

てほしいと言われても、ちょっと難しいなと思ったんですけれ

ども、どうなんでしょうか。 

 

本田裕紀 教育センター

副所長 

 そこは、きちんとそういった心配がないようにこちらとして

も配慮をしていきますし、そこはきちんと配慮というか、情報

モラルを子どもたちに伝えていったうえで、授業のほうを開始

していくというようなことを考えていきたいと思います。 

 

遠藤洋路 教育長  そういう人は多いの。多いなら、それはちょっとどうなのか

なと思うけれども、そんなことはない。 

 

川上敬士 総合支援課長  今、総合支援課に挙がってきている、そういうスクリーンシ

ョットを撮って友達とか先生のスタンプを作るんですね。それ

をネット上に上げるという報告が、今２件は来ているんです。

どちらも中学校なんですけれども、タブレットが急速に学校に

どっと入ってきたというところで、情報モラル教育が追いつい

ていない部分が、やっぱりちょっとあるのかなというところで、

この辺はセンターとも協力しながら、特に学校での使い方とい

うよりも、それを外に利用するというか、話題づくりにすると

いうところら辺が、ちょっと肖像権とかそういったものについ

ての情報モラル教育というのが必要になってくるのかなと。 

 

遠藤洋路 教育長  それは当然そうで、そういう悪さをする子どもがどのぐらい

いるのかということじゃなくて、そもそも画面に顔を出したく

ないという教員がたくさんいるのかということなんです。そう

いう意味ではないわけでしょう、これは。確かに今、先生をや

っている人は、別に先生になるときに、自分の顔が画面に映る
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ことを想定しないで先生になっているかもしれないから、そう

いう人がいるかもしれないです。これから採用する人は、面接

のときにでも、オンライン教育を推進しているから画面に顔が

映りますけれども、いいですかと聞いて、了解を取ってから採

用してもいいですけれども、そういうことではないよね、言っ

ているのは。 

 ここだけ、この文章だけ見ると、どういうことなのか難しい

なと思うんだけれども。なかなかでも、今後これは難しいです

ね。熊本市のというか、学校の教員をやる以上は、これから画

面に顔が映ることは避け難いですもんね。プロ野球選手にはな

りたいけれども、テレビには映りたくありませんというのと同

じで、それは無理でしょうという話になるのかもしれないけれ

ども、そういうことではない。何か代わりにアバターとかにし

てあげるとか、そういう配慮を求めているわけじゃないの、こ

れは。ちょっと分からないんだけれども、この記述だと。 

 

本田裕紀 教育センター

副所長 

 すみません、今回のアンケート自体が学校名も書いていただ

いていませんし、本当に自由な意見を取るというところで出し

てましたので、確認はできませんけれども、そういうことでは

ないと思いますので、そういうことがありましたら、またこち

らも学校訪間してクリアしていきたいと思います。 

 

遠藤洋路 教育長  だから、もしそういう問題を抱えた先生がたくさんいるなら、

それはそれでオンライン授業を推進する一つの障壁として、そ

ういうのが課題としてあるのかなと、それならそれの対応を考

えなきゃいけないかなと思いましたけれども、今のところそこ

までの話じゃないんじゃないかということですか。 

 

本田裕紀 教育センター

副所長 

 はい。 

 

遠藤洋路 教育長  分かりました。 

 生徒側というか、児童生徒側はいるかもしれませんよね。で

も、子どものほうは別に無理に顔を出す必要はないよね。カメ

ラをオフにしておけばいいんでしょう。 

 

本田裕紀 教育センター

副所長 

 それにつきましては、子どもたちには、その学級にいること

も分かってはいけないような配慮をしないといけない子どもさ

んもいらっしゃいますので、そこを今回ウェブのカメラを広角
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にして教卓の上から使うことで、子どもたちが映り込まずに、

板書と先生たちの声がある程度クリアに入るような配慮はでき

ているのかなというふうに考えております。 

 

遠藤洋路 教育長  それはそうですし、Ｚｏｏｍとかで別にカメラをオフにすれ

ばいいわけだよね、子どもが顔を出したくなければ。 

 

本田裕紀 教育センター

副所長 

 オフにもできますので、そういった配慮もできます。 

 

遠藤洋路 教育長  だけど、先生がずっと顔を出さないで授業をするというのは、

難しいなと思ったんです。 

 

本田裕紀 教育センター

副所長 

 それは難しいと思います。 

 

遠藤洋路 教育長  そこに抵抗を示している先生がいるわけじゃないよね。今の

ところこういう理解でいいの。 

 

本田裕紀 教育センター

副所長 

 はい。 

 

遠藤洋路 教育長  分かりました。もし、でも、そういうのがあれば、また考えな

ければいけない。 

 

本田裕紀 教育センター

副所長 

 はい。 

 

遠藤洋路 教育長  分かりました。 

 

苫野一徳 委員  このアンケートの結果は、成果と課題がしっかりと分かる非

常に貴重なものだと思うんです。本当にいいデータが取れたな

と思うんですけれども、今後はこれをどう生かすかということ

が大事だと思うんです。全国の多くの自治体や学校が、急速に

オンラインのオの字もなかったかのように、元に戻ろう戻ろう

というとんでもない強い力学が働いている事例をたくさん見て

おりまして、熊本市はそうではないと思うんですけれども、今

後、一斉休校ということがあるかないかはまた別にして、ちょ

っと怖くて、これだけ感染が拡大しているので怖くて行けない

とか、そういった子もこれからきっと増えていくとも思います

し、何がしかの形で学級閉鎖等々もあるかもしれない。そうい

うことを考えて、今、夏休み後のオンライン授業の整備、それ
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に向けてより実装していくためのどういった取り組みをなさっ

ているのか、まだなさっているのか、そのあたりをぜひお聞き

したいなと思います。 

 

本田裕紀 教育センター

副所長 

 確かに苫野委員がおっしゃったように、学校を再開してすぐ

の授業を見てみると、どうしてもいろいろな多様な学びという

ところが難しい面があったり、これまでの進度を取り戻さない

といけないという力学が働いたりしたのは事実かというふうに

思っております。 

 一方で、先生方とも話し合う中で、先生がずっと話しても駄

目ということは、今回、Ｚｏｏｍをずっと配信されたところが

だんだん子どもの側が下がっていって、意欲が続かないという

ことを、みんなが分かってきていますので、そこについては、

きちんと子どもたちに学び合わせていくような授業の改善とい

うものを、これまでと同様進めていきたいということでござい

ます。 

 そのために今、指導主事、それからＩＣＴ支援員も一緒に学

校の校内支援というか、校内研修に今、回らせていただいてい

るところでございます。今後それをより一層進めていけるよう

に、各校を回っての研修、それから今Ｚｏｏｍでは、オンライ

ンではありますが、オンラインでつないでの研修を今進めてお

りますので、そのあたりを充実してまいりたいと思います。 

 

遠藤洋路 教育長  はい。 

 他にいかがですか。 

 よろしいですか。 

 

泉薫子 委員  １点だけ質問なんですけれども、教職員の成果と課題という

ところで、子どもたちが質問がしにくかったというのが割と点

数が高いんですけれども、これは対面の授業よりもという意味

合いなんでしょうか。どういった意味で。 

 

本田裕紀 教育センター

副所長 

 中学校のほうは、先生方が一生懸命されたんですが、自分で

配信するようなかたちの授業が結構多くて、だから、そこで聞

きたくても質問したくても、双方向でやりとりすることが難し

かったというところがあるのかなというふうに思っています。 

 

泉薫子 委員  なるほど、じゃ、オンラインを利用した授業内容の改善で、
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それは解決できるという。 

 

本田裕紀 教育センター

副所長 

 そこは、委員が今おっしゃったとおり、やり方を工夫するこ

とで改善していけるものと考えております。 

 

泉薫子 委員  分かりました。 

 

森江一史 教育センター

所長 

 付け加えをいたします。 

 小学校の場合は、学級を単位として担任が自分のクラスの子

どもたちに配信するというオンライン授業が多かったんです

が、中学校は教科担任制ですので、一度に自分が担当している

何クラスも同時に配信する。つまり、配信先が何百人もいる中

で、なかなか自分だけ質問するということがしづらかったとい

う面を、教員自身が感じたのかなと思います。 

 

泉薫子 委員  なるほどですね。システムがちょっと違うということですね。

確かに課題ですよね、そこは。 

 

遠藤洋路 教育長  今後、１対何百人で配信するような状況があるのかどうかと

いうこともありますけれども、もしそういう方針というかやり

方でやらざるを得ないときには、どうやって一人一人の質問に

答えるのとか、それは課題ですよね、確かに。何か混乱するん

ですかね、質問を受ける人としゃべる人と。 

 

泉薫子 委員  ちょっと考えないといけないですね。 

 

遠藤洋路 教育長  はい。 

 

出川聖尚子 委員  子どもたちに、オンライン授業でよかったことの中で、友達

に会えたことというのもありましたけれども、自分のペースで

学習できたということが、高く小学校も中学校も出されていま

すので、このオンラインを授業というかたちではないかもしれ

ませんが、自分のペースで学習できるということを、どういう

かたちかでこれからも残せるようなかたちでしていくといいの

ではないかなというふうに、アンケートを見て思いました。感

想です。 

 

遠藤洋路 教育長  ありがとうございます。 
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 あと、１０ページに、子どもの「オンライン授業で何をやり

ましたか」と、下から３番目に「タイムラプスで調理実習に取

り組んだ」とあって、オンラインで調理実習をしたんだとした

らすごいなと思ったんですけれども、どうやったんですかね。 

 

本田裕紀 教育センター

副所長 

 これは調理実習とか他のそういった実習とかは、タイムラプ

スを使うと、長く撮ったのをきゅっと短くして動画で編集して、

雲の動きとかもそういうふうにできますけれども、自分で調理

実習をして、それをお母さんに撮ってもらった子どももいまし

たし、自分で全部１人で撮って編集して短くして、それを先生

に出すというような取り組みをした学校もございました。 

 

遠藤洋路 教育長  それは、自分が料理をする動画を撮ったということですか。 

 

本田裕紀 教育センター

副所長 

 そうです。自宅で誰々のために調理をするとかいろいろ家庭

科の場合、課題がありますけれども、そういった目標をつくっ

て自分で調理をしたものを。 

 

遠藤洋路 教育長  ああ、それを家でやったということね。 

 

本田裕紀 教育センター

副所長 

 家でやって、それを動画に編集して提出してみんなで見合う

とか、そういった取り組みをしております。 

 

遠藤洋路 教育長  分かりました。実習もできるんだね。 

 

西山忠男 委員  最後に一言。今後の課題ですけれども、保護者からの意見に

も学校ごとに活用の差があったというのがあります。前から学

校ごとに取り組みの差があるというのは言われていますので、

ぜひセンターのほうでご指導いただいて、その格差がなくなる

ように頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

 

遠藤洋路 教育長  それが本当にＩＣＴの活用という意味で言えば、１人１台に

なって皆さんが慣れてくれば、差は当然埋まってくるんだと思

います。授業の内容とか質に差があったという、これは多分オ

ンラインだからじゃなくて、日頃からあるということだと思う

んですよ。そこに関しては日頃の授業を改善してもらうしかな

いと思うので、それはオンライン云々という話ではなくて、恐
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らく日頃から、学校によってとか教師によって授業の差はある

んだということだと思います。授業改善に努めていただければ

と思います。 

 他にありますか。 

 

小屋松徹彦 委員  今のようなので例えば今後、学校全体の休校ではなくてある

クラスだけが休校になったというときに、先ほどの学校、学年

の中で授業の機会が失われるというクラスが出てきたと、それ

はオンラインで埋めないといけないと、そうなってくると、学

校で授業をやっているクラスと同じようなことを、オンライン

でやっていくということが求められてくると思うんです。そう

なると、早めにこれは先生たちも対応し切るような研修を急が

ないと、可能性とすると近々あるんじゃないかと言っています

よね。そこら辺どうなんでしょうかね。 

 

遠藤洋路 教育長  いかがですか。 

 

本田裕紀 教育センター

副所長 

 学校で夏休みにそういった研修を組んでいる学校も実際にご

ざいます。今回は全部一斉の休校で家庭の環境とかもばらばら

だったのでやりにくかったが、学級、学年までの対応であれば、

そこの学年とか学級に、今、子どもたちが使っているタブレッ

トをそのまま貸し出すことができると思いますので、ある程度、

日頃やっている授業をそのまま家庭に置き換えてやるという

か、そういったことができると思います。私どものほうもこれ

から研修を、学校を回って放課後等入れていってもらうように、

指導してまいりたいと思っております。 

 

小屋松徹彦 委員  むしろやりやすいですかね、その方が。全校休校というより

もここだけということで、このクラスだけ休校という方が取り

組みやすいんですかね。 

 

本田裕紀 教育センター

副所長 

 この間、一斉休校のときには、家のパソコンを使っている子

がいたり、スマホを使っている子がいたり、学校から貸し出し

ている子がいたり、みんながばらばらだったので、とてもそこ

は先生方も苦慮されたところだと思いますので、これが同じ環

境であれば、全く学校で授業を受けているのと同じような環境

ができますので、そこは随分違うかなというのは思います。 

 そのときに授業を、先ほど教育長が言われましたように改善
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しておかないと、そういった取り組みもできないと思いますの

で、日頃の授業から、オンライン授業になってもそれが置き換

えていけるような授業改善を進めてまいりたいと思います。 

 

遠藤洋路 教育長  他にありますか。よろしいですか。 

 他になければ、本件は以上といたします。 

 

 

・報告（５）児童生徒の現況等の報告について 

 

《大江剛 指導課長、川上敬士 総合支援課長 報告》 

 

遠藤洋路 教育長  １点確認です。 

 今、総合支援課が最後に説明したところの１１ページの設問

５ですが、例えば中学校で人数が８５人、割合が４．４％とあ

って、設問４、５の割合の分母は全生徒数１９，０４４人だと

書いてあるんですけれども、１９，０００人の４．４％が８５

人というのは、ちょっと計算が違いませんか。人数のほうが合

っているということですか。 

 

川上敬士 総合支援課長  はい、人数は合っております。 

 

遠藤洋路 教育長  じゃ、まあいいや。割り算が違うということだけね。 

 

川上敬士 総合支援課長  すみません。０．４４、すみません。 

 

遠藤洋路 教育長  ０．４４％、上は０．０４％。はい、分かりました。 

 

川上敬士 総合支援課長  ありがとうございます。 

 

遠藤洋路 教育長  じゃ、すみません。ご意見、ご質問があればお願いします。 

 特にないですか。 

 休校にするときに夏休み期間を決めるときにも、夏休み中あ

るいは放課後とかの個別の支援が大事だというお話がありまし

たけれども、今回のこの調査で見ている個別の支援等の状況に

ついて、何かご意見があればぜひお願いしたいなと思うんです

けれども。 
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苫野一徳 委員  夏休みをそれほど短くはせずに、個別の支援ができればいい

のではないかということを議論をしていましたけれども、これ

を拝見すると、非常に個別支援を充実させようというのがうか

がえるんですよね。その前のアンケートでも、それほど遅れが

見られないということがありますので、学校としては、あまり

例年に比べて躍起になっているという感じは、肌感覚としても

あまりないと考えてよろしいでしょうか。 

 

大江剛 指導課長  いろいろ保護者の方ですとかからは、非常に大丈夫かという

ようなご意見もお伺いしたところですけれども、学校のほうか

らは特にそういった、夏休みが１週間しか短縮できなかったの

で、ここにありますように内容が終わらないですとか、大変だ

というようなところは、ご意見は聞かれていなくて、行事です

とかそういったところの見直しあたりも、しっかりとしていた

だいていますので、学校からはそういったご意見はなくて、そ

んなに躍起に次に次に行かないと間に合わないというような、

そういった切迫感というのは、こちらのほうには寄せられてお

りません。いろいろ学校を見て回っていらっしゃる先生方から

お聞きすると、そういったご意見は聞いていないと。 

 

塩津昭弘 教育次長  私は学校を回りましたが、そこは本当に感じません。詰め込

み、詰め込みになるんじゃないかというのは、すごく心配した

んですけれども、そこは一切なくて、１単元ぐらい遅れている

んですが、そこは２学期に回復できるだろうというふうなかた

ちで学校は見ていて、そこは熊本地震のときとはちょっと違う

ような気がします。 

 

苫野一徳 委員  ありがとうございます。 

 今、全国的には子どもたちもすごく追われている感、先生方

も追われている感、すごくあって、感染症対策で先生が消毒で

酔う人が出たとかそういうのも含めて、先生方の忙しさ、過労

は大丈夫かというようなところもあって、子どもたちの切迫感

もそれほど、これを見る限りあまりなさそうですし、先生方も

それほど普段より過労でというのもなさそうだなというふうに

見受けられますけれども、そのように考えてよろしいでしょう

か。 
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塩津昭弘 教育次長  私自身も苫野委員がおっしゃったように感じております。 

 

苫野一徳 委員  それはすばらしい。 

 

森江一史 教育センター

所長 

 教育センターの指導主事が学校担当制で学校を回りまして

も、この６月・７月、特に７月後半、この時期ですが、実は通知

表の作成が本年度はありませんでした。先生方は通知表のため

に学期末の評価をし、通知表の作成に追われる、これが今回な

かったので、そういう消毒等の対応はありましたけれども、授

業に関してはじっくり取り組めたというようなことを、指導主

事が聞いて帰っておりますので、回りましてもそういう状況は

あるかなと思います。７月末まで明日もありますけれども、授

業にじっくり取り組めたというような声を聞いております。 

 以上です。 

 

苫野一徳 委員  ありがとうございます。 

 

西山忠男 委員  前の資料で保護者の意見としては、３か月休校したのに不足

授業時数が１時間ということにびっくりしたと、プリントを配

っただけでやったことにしているんじゃないかという意見があ

ったんですが、それについてはいかがですか。 

 

塩津昭弘 教育次長  先ほどのセンターの調査もそうだったと思うんです。子ども

たちはやっていると言うんですが、保護者としては、そこはや

れていないんではないかというふうな思いがあられました。学

校のほうから調査して何時間というようなことで、そこを基に

して私たちはご提案しまして、そこで決めていただいたんです

けれども、そこは間違っていなかったというふうなことだと思

っております。 

 

遠藤洋路 教育長  先生と子どもがちゃんとやっていると言うんだから、保護者

が心配してもやっていると言う子どもを、そちらを信じるとい

うことなんでしょうかね。保護者が心配されるのは分かります

けれども、子どもたちも先生もちょうどいいぐらいだと思って

いるんでしょう。 

 

小屋松徹彦 委員  「年度当初の行事を見直された行事は何ですか」という、こ

の一覧表ですけれども、ここに書いてある数字というのは、結
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局やらなかったということでの見直しなんでしょうか。 

 

大江剛 指導課長  これは学校の数でございまして、これは中止したということ

ではございませんで見直しですので、今までのような準備の期

間ですとか、それから当日の時間数あたりを削減したというよ

うなところも含めて、中には中止したという行事も入っている

数、そういった意味で書かせていただいています。どういった

行事を小学校、中学校それぞれ見直されたのかなというのを、

多い順番に並べたという数、そうすると、小・中とも一番上に

は学習発表会が来ますので、そういったところの見直しをする

学校が多かったということです。 

 

小屋松徹彦 委員  感想としては意外と少なかったんですね、僕の中では数字が。

もっとたくさん出るかなと思ったので。先ほどおっしゃったよ

うに、非常に授業に専念できたというか、その裏にこの数字が

もっと上がってくるかなと思ったんです。ちょっとそれが不思

議なんですが、今後の方向性として見ると、さっきの先生が授

業に集中できるために見直していく行事ということの、これは

ヒントになるかなと思って見とったんです。今後の働き方も含

めて、ここはもう一回見直していくとか、やり方としてそうい

う観点も必要なんじゃないかなと。 

 

大江剛 指導課長  今、小屋松委員がおっしゃったとおりだと思います。逆に言

えば、今回のこのコロナ禍をきっかけとして、各学校もそれま

での学校行事、これまでもずっと見直しというのはしていただ

いているんですけれども、さらにブラッシュアップといいます

か、学校行事は、一番は目的が何かというところだと思います

ので、そういった一番土台となるようなところからの練り直し

といいますか、そういったところではきっかけになるかと思い

ます。 

 

小屋松徹彦 委員  どうしても学校の先生というのは、子どもたちのためにとい

うのがあるから、何でもやろうという方向で考えていらっしゃ

ると思うんですけれども、そうではなくて、授業を充実するた

めにこれはこの際見直そうという、そういうような逆の積極性

というのが必要なんじゃないかなと思うんです。そういう観点

からも、現場のほうでは取り組まれてもいいかなと思います。 
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遠藤洋路 教育長  行事はもっと見直せるんじゃないかという。 

 

小屋松徹彦 委員  はい。 

 

遠藤洋路 教育長  分かりました。 

 あまりこれでちょうどいいですよと言われたら、じゃ、毎年

これでいいんじゃないかという気がしちゃいますけれども、そ

こはどこかで無理しているところとか足りないところとかが、

あるんじゃないのかなという気もしますから、そこはよく見て。

他に。 

 

泉薫子 委員  １１ページの生徒の状況調査結果の件なんですけれども、１

つは感想でございます。学校再開後に不登校であった子どもが

登校できたものという、小学校４割、中学校３割というこの数

字はすごいと思います。それはオンラインに参加できた数字と

ほぼ同一なので、オンラインの効果だと思います。これはぜひ

今後も生かしていただきたいということが１つと、あともう一

つ質問ですが、６月の１か月間の体調不良の出席停止ですが、

この数というのは例年と比べて多いのか少ないのかというのを

教えていただきたいというのと、風邪などということになって

いますけれども、もしその原因などが例年と違うとか、これの

何か特徴があれば教えてください。 

 

川上敬士 総合支援課長  今日、データ的には持ってきておりませんけれども、昨年度

の４月・５月・６月と比較しても、出席停止というか通常は、こ

れは病欠になるんですけれども、これが出席停止になっている

と、割合的にはそこまで増えているとかそういう状況ではあり

ません。あと、細かく聞けませんでしたので、一応風邪を例に、

こういう体調不良を出席停止扱いにしたかという調査しかして

おりませんので、具体例というのが、すみません、ちょっとご

紹介ができません。 

 

泉薫子 委員  主に身体症状でという。 

 

川上敬士 総合支援課長  そうです。 

 

泉薫子 委員  分かりました。 
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遠藤洋路 教育長  これはコロナの疑いがあるとか、疑いがなくても似たような

症状だとか、熱があるとかいう人は、積極的に休めるようにと

いう、そういう趣旨ですよね。 

 

川上敬士 総合支援課長  はい。 

 

遠藤洋路 教育長  分かりました。 

 他はよろしいですか。 

 出川委員、保護者の視点から何かコメントはありますか。 

 

出川聖尚子 委員  保護者の視点ではありませんけれども、個別の学習指導が行

われるようになってその状況、５ページ目の９番です。個別の

学習指導が、この個別の学習指導がなかったときと比べてどう

だったのかということも分かったらいいと思っています。個別

の学習指導がどういう結果をもたらしたのかということの結果

を知りたいと思っています。 

 

遠藤洋路 教育長  なかったときと比べるのは難しい気もしますけれども、やっ

てこういうことができるようになったとか、こういう効果があ

ったということを、ちゃんと見てほしいということですかね。 

 

出川聖尚子 委員  効果ですね。はい。 

 

遠藤洋路 教育長  じゃ、それは指導課ですか。よろしくお願いします。 

 

大江剛 指導課長  今の個別の指導で夏休みの終わった段階で、そういった成果

ですか。 

 

出川聖尚子 委員  成果です。 

 

大江剛 指導課長  そういったところで、またというふうに捉えてよろしいんで

しょうか。 

 

出川聖尚子 委員  はい。 

 

遠藤洋路 教育長  やってどうなったかということですよね。 

 

出川聖尚子 委員  そうですね。子どもの満足というか、子どもはこれがあって
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よかったと思っているのか、先生方も２学期に学びはじめてこ

れがあって学びの差が少し狭まったと感じたとか、そういう効

果が分かると、継続してやることの意味があるということが見

えてくるのかなと思った次第です。 

 

大江剛 指導課長  またそれは機を見て、後のほうでまたお話しします。 

 

遠藤洋路 教育長  ありがとうございます。 

 他はよろしいですか。 

 では、他にないようでしたら、本件は以上といたします。 

 

 

・議第５４号 熊本市教育振興基本計画（令和２～５年度）の策定について 

 

《福島慎一 教育政策課長 補足説明》 

 

福島慎一 教育政策課長  非公開になる前に申し訳ございません。 

 先ほどの熊本市教育振興基本計画の表題の件でございます。

調べましたところ、教育振興基本計画としました１期目が平成

２３年から３０年度まででございました。中間見直しとしまし

て平成２５年に１度ありましたけれども、１期としては、平成

２３年度から３０年度という中で、平成２８年に教育大綱がで

きましたので、１期の途中の平成２８年度からは、教育振興基

本計画としては第２期、教育大綱としては第１期、今年度、令

和２年度から教育大綱が第２期ということになりますので、教

育振興基本計画とすると３期ということになります。大変申し

訳ないんですけれども、表題としては、ちょっと３期と２期が

混在しますので、このままの表記の年度でいきたいと思ってお

ります。 

 

遠藤洋路 教育長  ３０年度までということは。 

 

福島慎一 教育政策課長  ３０年度までだったんですが、平成２８年に教育大綱ができ

たので、そこから教育振興基本計画は教育大綱に代えるものと

するということで、結局２８年で１期が切れたと、２８年度か

ら教育大綱の１期と併せて教育振興基本計画の２期が始まった

ということになります。 
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遠藤洋路 教育長  じゃ、最初のものが途中で終わったということですかね。 

 

福島慎一 教育政策課長  そうです。教育振興基本計画とすると今度は第３期に入って

まいりますので、教育大綱と３期と２期になりますので、年度

で表現したほうがいいかなと思います。 

 

遠藤洋路 教育長  じゃ、最初の予定は平成３０年度までだったんだけれども、

途中で終えて別のものをつくったから、そこから別のものにし

たという、それが令和元年までですか。 

 

福島慎一 教育政策課長  はい、そうです。 

 

遠藤洋路 教育長  元年度までですね。 

 

福島慎一 教育政策課長  はい。 

 

遠藤洋路 教育長  これから令和２年度ということですね。 

 

福島慎一 教育政策課長  はい。 

 

遠藤洋路 教育長  分かりました。 

 じゃ、今のお話のとおり、第２期とか第３期とかではなくて

も「熊本市教育振興基本計画（令和２～５年度）」、そういうタ

イトルでよろしいですか。 

 では、先ほど議決をしましたが、そのように修正することで

よろしいでしょうか。 

 

 （異議なしの声） 

 

遠藤洋路 教育長  ご異議なしと認めます。 

 議第５４号は、タイトルは熊本市教育振興基本計画（令和２

～５年度）といたします。 

 

 

〔採決〕  【原案どおり承認された】 
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〔非公開の審議〕  

日程第３ 議事 

・議第５６号 令和元年度熊本市各会計決算について 

 

《福島慎一 教育政策課長 提出理由説明》 

 

〔採決〕  【原案どおり承認された】 

 

・議第５７号 熊本市立図書館設置条例の一部改正について 

 

《坂本三智雄 図書館長 提出理由説明》 

 

〔採決〕  【原案どおり承認された】 

 

・議第５９号 くまもと森都心プラザ条例の一部を改正する条例案に対する意見について 

 

《原田定宣 商業金融課課長補佐 条例改正の経緯説明 

坂本三智雄 図書館長 提出理由説明》 

 

〔採決〕  【原案どおり承認された】 

 

遠藤洋路 教育長 本日の日程は全て終了したので、令和２年７月の定例教育委

員会会議を閉会いたします。 

 

 


